
■市民、事 業者、 市のパ ー トナー シ ップ の構築

～各主体 の 自主的活動の促進 と三者 の連携～

重点 市民、事業者、市の三者の多様な連携 ・交流 を促す機会の創出や支援

目標 等 を推進 し、パ ー トナーシップ による施策の展開を 目指す。

施策の概要

計画の望 ましい環境像 を実現 していくためには、市内のあ らゆる主体に環境への取組が浸

透 し、自主的な取組が促進 されるとともに、各主体が的確な情報 と問題意識 を共有 し、共通

の理解や合意を形成 して取 り組んでいくことが重要とな ります。

そのため1こは、各主体 が有機 的な連携 をもって活動できるよう、環境 コミュニケ ーシ ョン

を図 りなが ら、市民、事業者、市による三者のパー トナーシップを構築 し、各主体の負担 と

役割に応 じた自主的な取組 を推進す るため、 「地域活動組織の自立的発展の支援」 をは じめ

とする次の施策を重点的1こ取 り組みます。

重点的取組事項の実施状況

● 地域活動組織の自立的発展の支援

かわさき地球温暖化対策推進協議会の各部会の取組の支援

【「地球温暖化対策の推進」に係る重点分野に掲載】

● 市民 ・事業者等 による 自主的活動の支援

市民が行う自主的活動 を促すため、次の活動 に助成金等による支援 を行っています。

【「第5章 基本計画の総合的推進施策」助成等 に掲載】

● 三者の多様な連携を促す機会づくりの推進
・ 「環境パ ー トナ ーシ ップかわ さき」会臓 の場 を活か した連携 の推進

「環境パートナーシップかわさき」は、市、市民及び事業者の協働による環境についての地

域における活動を促進するため、協議組織、相互に交流する機会等に関する支援措置として、

環境基本条例第15条 第2項1こ 基づく組織で、2001年6月 に発足しました。

メンバーは、地域の環境関連活動団体組織の推薦、市民公募等により選任された市民、事業

者、市職員の30名 から構成されています。

2003年5月 までの第2期 では、 「大気化学物質」 「水 ・緑(生 物)」 「資源、廃棄物、 リサ

イクル(エ ネルギー)」 「都市アメニティ(交 通 ・まちづくり」 「環境教育 ・ネットワーク」

の5つ のテーマについて部会を設置 し、各テーマにっいて理解を深め、意見 ・要望等を活動報

告書にまとめました。2005年6月 からは新たな構成で第3期 の活動を進めています。

・各 地域活動組 織のネ ッ トワークの構築

市では、市民との協働のまちづくりのために、2001年9月 にr川 崎市市民活動支援指針」

を策定 しました。この指針では、市民主導型の 「中間支援組織」が機能するような環境の整備

に努めるとしていますが、この「中間支援組織」は、市民活動団体の仲介組織 ・交流促進組織 ・

連合組織であり、各地域活動のネットワークの構築に資することが期待されます。

具体的な取組として、市民活動支援指針の円滑な執行と、市民活動の一層の活性化を図るこ

とにより、市民主体の活力ある地域社会を実現するため、「川崎市市民活動推進委員会」を発足

し、かわさき市民活勤センターの開設に向けた検討を行い、2002年11月1こ 同委員会から提

言を受け、2003年4月 にかわさき市民活動センターを開設 しました。

・ 三者協働 によるパ ー トナー シ ップ型の活 動の推進

1新 川崎創造の もり暫定緑化事業

2003年 度 に 「新川 崎創造の も り」の未整 備地 区のうち、今 後の土地 利用 に影 響

が少ないと考えられるエリアに暫定緑化を行いました。

事業にあたっては、地元の町会の方々をは じめ 「緑の広場」あるいは 「ふれあい花壇」

環 境 コ ミュニ

ケー シ ョン
持続可能な社会

の構築に向けて、
市民、行政、事業
者、民間非営利団
体とい った各主体
問のパートナーシ
ップを確立するた
めに、環境への負

荷や環境保全活動
等に関する構報 を
一方的に提供する

だけではなく、利
書関係者の意 見を
聞き、討議するこ
とにより、互いの
遅解と納得を深め
ていくこと。
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1「 川崎市化学物質 に関する リスクコミュニケーシ ョンを進める会」

【「化学物質の環境 リスクの低減」に係る重点分野に掲載】

2審 臓会等行政機関への参加
・環境 審議会(2004年 度:市 民代 表13人 、学識 経験者17名)、 環境影 響評価

審 議会(2004年 度:市 民代 表6名 、学識 経験 者12名)等 、条例 によ り設置

される審議会等の市民代表として、市民や事業者が審議に参加 しています。

なお、環 境審議会の市民代表13名 のうち、6名 は市民公募 によ り選任 され てい

ます。
・川崎市 自動車公 害対策推 進協議会(関 係 団体6名 、 関係 機関7名 、 市民代表3

名、 市職員2名 で構成)の 要 綱に より設置 され ている組織の 関係団体や 市民代

表として、市民や事業者が参加 しています。
・地域 で活 動する廃棄物減猛指導員(1 ,747人)等 、条例 によって設置 され てい

る指導員として市民が参加 しています。

3公 聴会への出席.意 見書の提出等 によ る参加
・環境影響評価制度における意見書の提出

環境 影響 評価条例 に基 づく意見書の提出、 公聴 会への参加が制度 と して定着 し

てい ます。2004年 度 は、 審査 書の公表 の あ った事 例が24件 あ り、この うち

11件 につい て延 べ32,208通 の意 見書 が提出 され 、公 聴会 が3回 開催 され ま

した。
・環境基本計画年次報告書に対する意見書の提出

2004年 度版 環境基 本計画 年次報 告書 にっ いて は、 意見項 目数30件 が提 出 さ

れました。(な お、主な市民意見と市の対応措置は、第6章 に掲載しました。)
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